
オンライン申請の手引き（継続申請）

申請はこちらから

２・オンライン申請の手順

ログイン

手順1

○入力する内容
・ログインID
・パスワード

①スマホ又はパソコン
②ログインID通知書
（1年生は4月、2・3年生は6月に
生徒へ配布済）
※ログインID通知書は今後の申請

でも使いますので、大切に保管し
てください

オンライン申請は
インターネット環境
で行います

申請期間外の操作は、申請漏れの原因になりますのでご遠慮ください。

継続意向登録

収入状況届出

手続完了！

手順２

手順３

引き続き受給
する？
しない？

保護者情報
の確認

○選択する内容
・確認事項（２箇所にチェック）
・意向選択（申請の意思を登録）
・保護者情報変更の有無

○確認する内容
・生徒情報
・保護者情報、課税地
（※保護者情報に変更等がある場合
は、自動的に「保護者等情報変更届
出」として提出されます）

※生徒が成人した場合、保護者は
「親権者」→「主たる生計維持者」とな
ります。

オンライン申請は、おおまかに次の３つの手順で行います。

１・用意するもの

パソコンの場合のURL

https://www.e-shien.mext.go.jp/

スマホの場合
QRコード
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※県から申請受付開始の連絡がくるまでは、正しい操作ができないようになっています。
受付が始まりましたら学校から連絡しますので、操作せずお待ちください。

https://www.e-shien.mext.go.jp/


手順１ ログイン

高等学校等就学支援金 ログインID通知書

ログインID 12345678

パスワード Abc12CD3ef

◆対応言語
日本語
英語(English)

手順２ 継続意向登録

①ログインIDを入力
②パスワードを入力
③ログインボタンを押す（※メンテナンス中はアクセスできません）

１

２

３

6月（1年生は4月）配布の
「ログインID通知書」から、
ログインIDとパスワードを入
力してください。

１

①「継続意向登録」ボタンを押す
（※現在、就学支援金を受給していない場合は継続意向確認ボタンは押せません。
新規・再申請用のオンライン申請手引きを参照してください。） 2



２

３

②「確認事項」の内容を確認し、２つともチェックを入れる
③「申請する」または「申請しない」を選択する
④保護者情報の、変更「あり」「なし」を選択する（※点線枠内の内容を確認してください）
⑤「入力内容確認」（②～④を選択するとオレンジ色になる）ボタンを押す

４

引き続き申請する

申請しない

５
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【あります】
○引越しや勤務地の変更で、1月1日時点
の課税地が変更になっている。
○個人番号を入力する必要がある（前回、
課税証明書を提出している、等）。
○離婚や再婚等による保護者変更。

【ありません】
前回申請した内容と、全く
同じ内容で申請する。



６

登録ボタンを押すと、入力画面に戻ることはできません！！
引越しや離婚等で保護者情報に変更がある場合は、前の画面で、変更「あ
ります」を選択してください

・保護者情報に変更がない方は、⑦を押すと【収入状況届出】が提出され、申請完了で
す（最終ページへ）
・保護者情報に変更があるを選択した方は⑦「続けて保護者等情報変更届出を行う」ボ
タンを押すと、自動的に【保護者等情報変更届出】が生成されます（次のページへ）

⑥内容を確認し、「本内容で登録する」ボタンを押す
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※保護者（親権者）を、AからBに変
更する場合の手順

①「保護者の追加」ボタンでBを追加
②「この保護者を削除します」でAを
削除

※登録した保護者にはそれぞれIDが振
り分けられているため、Aの氏名や生
年月日を修正してBにするのではなく、
登録をし直す必要があります。

手順３ 保護者等情報変更届出を作成

○この欄は、保護者の追加・削除をし
ない場合は動かさないでください

○離婚・再婚・死亡等で追加や削除を
する場合は、個人番号を提出する保護
者（親権者）の人数が変わるので、選
択し直してください
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（「Q」が表示された場合は、どちら
か選択します）
【あります】
→離婚・再婚・死亡等で保護者の追加
や削除が必要
【ありません】
→登録済みの保護者の、課税地の変更
や個人番号提出方法の変更

申請を一時中断し、再開する際はこのボ
タンからスタートします

※「家計急変」を選択しないよう注意し
てください。家計急変が発生した場合は
申請前に学校事務室に連絡してください。



【課税地情報】今年の1月1日の所在地
（課税地）を入力する

1月1日時点で海外在
住の場合は都道府県
を選択せず、
「日本国内に住所を
有していない」に
チェックし、詳細を
学校へ連絡

→「入力内容確認（一時保存）」ボタンを押す

生活保護を受給している場合は、
「受給あり」を選択し、
住んでいる自治体を選択する

【収入状況提出方法】
①「個人番号を入力する」を選択
（②その下の、「今まで個人番号を～」に
チェックを入れる）

③その下の個人番号欄に12桁の個
人番号を正しく入力
◆入力に不備があった場合、後日「課税証明書」の
提出が必要になります
◆カードが手元にない場合は、個人番号が記載され
た住民票を取得して確認します

※「個人番号カードを使用して課税情報を提出す
る」は選択しないでください
※「システム外で個人番号カードの写し等を提出
する」は選択しないでください
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選択しない

選択しない

❶「入力」を選択する

❷チェックを入れる

❸枠内に個人番号を入力する

個人番号の入力方法

課税地の変更方法



①生徒情報、保護者等情報、確認事項を確認する
②「本内容で申請する」ボタンを押す
※申請ボタンを押すと、入力画面に戻れません

※申請ボタンを押すと、
入力画面に戻ることは
できません

内容を修正する場合はこちら

手順４ 認定申請（提出）
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※マイナンバーカード
の読み取り画面が出て
きた場合は、選択が間
違っています。
前の画面に戻って「個
人番号を入力する」に
修正してください。

前回の申請時から住所が変わっている場
合は、学校事務室へご連絡ください。



※これ以降は、学校から指示があるまでは【新規申請／継続届出／変更
手続】にあるボタンは押さないでください。

期間外の操作は、申請漏れの原因になります。

【下記事項については、申請とともに学校事務室へご連絡ください（学校から県へ報告が必要です）】
・保護者変更（離婚、再婚、死亡等による）
・保護者が海外に在住（課税年度の1月1日時点）
・施設入所者等により、所得確認の際に“本人申請”をする
※申請後、保護者変更や家計急変が発生した場合は、学校事務室へご連絡ください。

「表示」を押すと詳細の確認ができます。
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※生活保護世帯の方は、オンライン申請とともに、「生活保護受給証明
書」の原本（福祉事業所長が発行。該当年の1月1日時点で生活保護を受給
していることが確認できるもの）を学校事務室へ提出してください。
（該当年：4～6月分の申請は昨年、7月分～の申請は今年の1月1日）

以上で継続申請は完了です。
審査（数か月を要します） 完了後、、学校から通知書を配布しますのでお待ちください。

※「不認定」の表示が出ていることがありますが、
差戻や修正作業があると表示されます。ほかに【審査中】
となっている行があれば、申請できています。
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